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新学習指導要領における第３学年の
「統合的な問題」に対応した題材の工夫

技術・家庭科（技術分野）において，新学習指導要領には，「第３学年で取り上げる内容

では，これまでの学習を踏まえた統合的な問題について扱うこと。」と規定されている。本

稿ではこの規定を踏まえ，第３学年で取り扱う具体的な題材例などについて紹介する。

中学校中学校 義務教育学校対象

校種 特別支援学校

１ 新学習指導要領における第３学年で取り

上げる内容の規定

(1) 規定の意図

中学校学習指導要領（平成29年３月）で

は，技術・家庭科技術分野（以下，「技術

分野」という。）の第３学年で取り扱う内

容について次のように示されている。

技術分野の担当者として，まずは，このよ

うに規定された意図を理解する必要がある。

例えば，これまで「エネルギー変換に関する

技術」の学習で取り上げられる代表的な題材

の一つに自動車があるが，現在の自動車は，

ガソリン等の燃料を動力に変換するだけでは

なく，情報の技術によって制御され，燃費を

伸ばし，安全性を高めるなど様々な工夫がな

されている。これは，自動車に限ったことで

３ 内容の取扱い

(6) 各内容における(2)及び内容の「Ｄ

情報の技術」の(3)については，次の

とおり取り扱うものとする。

ウ 第３学年で取り上げる内容では，

これまでの学習を踏まえた統合的な

問題について扱うこと。

（下線は筆者）

はなく，現在の技術は，複数の技術を統合化・

システム化することで，多様化した問題の解

決を図ったり，新たな価値を生み出したりし

ている。その技術をよりよい方向に向けてい

くことは，これからの社会を生き抜くために

必要な力の一つであり，その力を身に付ける

ための資質・能力を育成することが技術分野

の目標である。

以上を踏まえ，義務教育段階における技

術に関する学習のまとめとして，第３学年

においては，複数の技術を用いなければ解

決できない問題に取り組ませることが規定

されている。

(2) 具体的な留意点

規定に示されている「これまでの学習を踏

まえる」とは，第１・２学年で学習した内容

を踏まえるということである。ただし，ここ

でいう「これまでの学習」とは，第１・２学

年で学習したすべての内容のことではなく，

「一つ以上の内容」を示している点に留意す

る必要がある。

また，「統合的な問題」とは，「複数の技

術」を生かして解決する問題のことであるが，

ここでいう「複数の技術」とは，二つ以上の

未習内容を生かすことではない。第３学年で

履修する内容及び項目において，既習内容を
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生かした問題を設定するということに留意す

る必要がある。

さらに，この規定では，同じ内容で学習し

たことだけを生かすことは想定されていない。

例えば，第３学年で内容「Ｄ情報の技術」の

「計測・制御のプログラミング」を取り扱う

場合，同じ内容「Ｄ情報の技術」の「ネット

ワークを利用した双方向性のあるコンテンツ

のプログラミング」で学習したことだけを生

かすことは，この規定には該当しないことに

なる。これを規定の学習にするためには，例

えば，内容「Ｂ生物育成の技術」で学習した

ことも生かすなど，他の内容で学習したこと

を加えることが必要になる。

第３学年で取り上げる内容を検討する際は，

これまでに述べた留意点に配慮した上で，３

学年間を見通した指導計画を立案することが

重要になる。

２ 第３学年で取り上げる具体的な題材例

第３学年で取り扱う内容については，『中

学校学習指導要領解説技術・家庭編』（平成

29年７月）において，「各分野の各項目に配

当する授業時数及び履修学年については，生

徒や学校，地域の実態等に応じて各学校で適

切に定めること」，また，「各内容を示す順

序は，各学校における指導学年などを規定す

るものではない」と示されている。したがっ

て，内容「Ａ材料と加工の技術」から内容

「Ｄ情報の技術」のいずれも取り扱うことが

できる。しかし，「統合的な問題」の設定の

しやすさや，各内容の学習において必要とな

る資質・能力と生徒の発達の段階等を考慮す

ると，内容「Ｃエネルギー変換の技術」ある

いは内容「Ｄ情報の技術」を取り扱うことが

妥当である。そこで，本稿においては，第３

学年における内容「Ｃエネルギー変換の技

術」の取組例と，内容「Ｄ情報の技術」の取

組例について紹介する。

(1) 内容「Ｃエネルギー変換の技術」の

取組例

内容「Ｃエネルギー変換の技術」につい

ては，瀬戸内町立古仁屋中学校の竹下教諭

の取組を基に示す。

図１は，エネルギー変換の技術によって問

題の解決を図る学習過程例である。依頼者と

開発者の視点からものづくりに取り組むこと

を通して，「生活や社会の中から技術に関わ

る問題を見いだして課題を設定し，解決策を

構想し，製作図等に表現し，試作等を通じて

具体化し，実践を評価・改善するなど，課題

を解決する力を養う」という技術分野の目標

に沿った取組になっている。また，図２のよ

うに，依頼内容を明確に提示し，それに応じ

て設計した電気回路を依頼者に分かりやすく

提案できるようなワークシートも工夫されて

いる。さらに，設計した電気回路の正常な動

作を確認するために，写真１のような自作教

具を用いて実験も行っている。このように繰

り返し試行錯誤させる中で，依頼者のニーズ

に沿った最適な電気回路の設計を図る手立て

がとられている。

図１ 「エネルギー変換の技術」における学習過程例

【依頼者の立場での取組】
・ 各グループが依頼者となり，開
発者（他グループ）に対しての要
望を検討する。

・ 検討した要望を依頼書にまとめ
開発者に依頼する。

【開発者の立場での取組】
・ 依頼者（他グループ）からの要
望に応える電気機器を設計する。

・ 要望に対して，個で設計を考え
グループ内で共有する。

・ 共有した結果を企画書にまとめ
て依頼先のグループに代表者がプ
レゼンテーションを行う。

・ 要望に合わない場合，再検討の
上，設計し直す。

・ 依頼者からの要望とそれに対し
て作成した設計について全体で発
表する。

要望の

検討

設計の

検討

再検討

発表
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図２ 設計依頼書と設計企画書

この学習を「これまでの学習を踏まえた

統合的な問題」として取り組む視点から見

直すと，図１の「要望の検討」段階におい

て，図２の「電気回路設計依頼書」を，表

１のように「電気製品設計依頼書」として

設計を依頼する電気製品の使用目的及び使

用条件を明確にさせることが必要になる。

この電気製品は，屋外で使用する防災ライ

トであることから，それに合わせた電気回

路を設計することだけでなく，その電気回

路を収める筐体についても，防水性や耐久
＊１

性を考慮した設計が必要になる。その参考

となるのは，内容「Ａ材料と加工の技術」

で学習した材料の特性や構造などである。

写真１ 電気回路の動作確認

表１ 電気製品設計依頼書

また，同じ「防災ライト」でも，「室内

が暗くなったら自動点灯する」，あるいは

「室内が暗くても音に反応して自動点灯す

る」などの使用条件を提示することで，内

容「Ｄ情報の技術」の「計測・制御のプロ

グラミング」で学習したことを基に，光セ

ンサや音センサを活用したプログラミング

と組み合わせることも考えられる。

このように，現在取り組んでいる学習内

容でも，「これまでの学習を踏まえた統合

的な問題」として取り組む視点から見直し

を図ることによって，第３学年で取り上げ

る題材として活用することができる。

(2) 内容「Ｄ情報の技術」の取組例

内容「Ｄ情報の技術」については，「計測・

制御のプログラミング」を「これまでの学

習を踏まえた統合的な問題」として取り組

む視点から示す。

この題材として，スクラッチベースのプ
＊２

ログラミング言語に対応した市販のマイコ

ンボードを利用した「自動かん水装置の製

作」を取り上げる。写真２は，実際に製作し

た自動かん水装置である。これは，花鉢の土
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壌の湿度によって，自動でかん水する装置で

ある。湿度の測定は，鉄釘２本を測定端子と

して，その間の抵抗値により，かん水を必要

とする値を設定している（当センター指導資

料第1926号参照）。

表２は，本題材の指導計画例である。ここ

に示したとおり，本題材では技術分野の複数

の内容を踏まえた統合的な学習を展開するこ

とができる。つまり，「これまでの学習を

踏まえた統合的な問題」として設定するこ

とができるのである。例えば，この自動か

ん水装置を制御するプログラムは，育成する

植物の特性や必要となるかん水量，かん水の

タイミング，土壌の状態による透水性や保水

性などを基に作成する必要がある。その参考

となるのは，内容「Ｂ生物育成の技術」で学

習したことである。また，この取組では，生

徒にプログラムを作成させるだけでなく，こ

の自動かん水装置自体も製作させる計画にな

っている。自動かん水装置を正常に作動させ

るためには，マイコンボードや各電気部品を

適切に接続する必要があるが，その参考とな

るのは，内容「Ｃエネルギー変換の技術」で

学習したことである。さらに，効率的で確実

なかん水を行うためには，自動かん水装置の

かん水部分を工夫することも考えられる。耐

水性や耐久性などを考慮した材質や形状につ

いて生徒が考える際の参考となるのは，内容

「Ａ材料と加工の技術」で学習したことになる。

写真２ 製作した自動かん水装置

貯水タンク

ＰＣ

マイコン
ボード

リレー
スイッチ

花鉢

鉄釘２本
（測定端子）

灌水ポンプ（自動給油ポンプの利用）

このように，一つの題材を内容ＡからＤの

関連性を考慮して見直すことによって，シス

テム化した現在の技術に適応した，第３学年

で取り上げる「これまでの学習を踏まえた統

合的な問題」として設定することができる。

３ 「つくるだけのレベル」からの脱却

今回の改訂では，技術分野の担当者として

改めて確認しておくべきことがある。それは，

「技術分野の学習は，単につくるだけのレベ

ルではなく，つくることだけを目的とした授

業は想定していない。」ということである。

これまでの実践的・体験的な活動を重視しな

がら，技術の発達を主体的に支える力や技

術革新を牽引する力の素地となる資質・能

力を身に付けさせることを意識して，授業

改善を図る必要がある。

（教職研修課 上栗 博文）
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表２ 「自動かん水装置製作」の指導計画例


